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受付職種 児童相談所嘱託職員（心理）
一時保護所嘱託職員･ｱﾙﾊﾞｲﾄ（生活指導・看護・心理・夜間など）

登録期間 ３年（登録する日の属する年度を含め3年度間）

報 酬 嘱託職員 月給 161,014円～ （期末手当等諸手当有）

ｱﾙﾊﾞｲﾄ 時給 990円～

詳
し
く
は
こ
ち
ら

高崎市のホームペー
ジから申し込みをし
てください。

書類審査や面談を経て、候補者名簿
に登録されます。

名簿の中から、条件に合う方へ担当
課から連絡し、面接試験を行います。

※面談が必要な場合は担当者から連絡します。ま
た、書類審査の結果などにより候補者名簿に登
録されない場合もあります。

※登録した方が全て任用される制度ではありません。
また、勤務条件が合わない場合など登録期間中に
連絡がない場合もありますのでご了承ください。

※申し込みにあたっては、必ず
募集案内を確認してください。
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令和６年

７/ １ 月 ～

令和７年度中に開設予定の「高崎市児童相談所（仮称）」
で勤務する会計年度任用職員(嘱託職員･アルバイト)を募集
します。登録受付は令和６年７月から開始※し、随時募集
します。任用開始は令和7年9月以降を予定しています。

※アルバイトは準備が整い次第ホームページでお知らせします。

名簿登録制度とは、本市児童相談所で嘱託職員として働くことを希望
する方の名簿登録を行い、必要に応じて採用担当より登録者の中か
ら条件に合う方へ連絡をして、面接等の選考により任用する制度です。

検索

（心理・福祉）

（福祉・生活指導・看護・心理・夜間など）

170,300円


